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高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の営業所の管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関
する実務に従事する者であってはならない。ただし、次に掲げる実務に従事する場合であって、当該営業所の管理者としての義
務を遂行するにあたって支障を生ずることがないと認められる場合には、許可する。 

 
 １ 学校保健安全法に基づく学校薬剤師の業務に従事する場合。 
２ 地域の薬剤師会が運営する薬局又はこれに準ずる薬局において、休日又は夜間に当該地域の薬剤師会等の輪番で調剤業務
に従事する場合。 

３ 市町、地区医師会等が開設する休日夜間診療所において、当該地域の薬剤師会等の輪番で調剤業務に従事する場合。 
４ その医療機器の特性等からその営業所において医療機器を取り扱うことが品質管理上好ましくない場合や医療機器
が大型である等によりその営業所で医療機器を取り扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別
の営業所を同一事業者が設置している場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合に、その営業所間
において管理者を兼務する場合。 
５ 医療機器のサンプルのみを掲示し（サンプルによる試用を行う場合は除く。）、その営業所において販売、貸与及び授
与を行わない営業所である場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合に、その営業所間において管
理者を兼務する場合。 
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